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七
〇
年
代
は
年
金
の
時
代
と
 

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
国
民
年
金
 

制
度
は
、
皆
さ
ん
の
老
後
の
生
 

活
を
守
っ
て
く
れ
ま
す
。
病
気
 

や
け
が
を
し
た
と
き
、
・
ま
た
、
 

一
家
の
働
き
手
を
な
く
し
た
と
 

き
に
も
そ
の
後
の
生
活
を
守
っ
 

て
く
れ
ま
す
。
拠
出
制
の
国
民
 

年
金
制
度
が
発
足
し
て
十
年
、
 

よ
う
や
く
待
望
の
い
わ
ゆ
る
十
 

年
年
金
と
よ
ば
れ
る
拠
出
制
老
 

令
年
金
の
支
給
が
こ
の
入
月
に
 

開
始
さ
れ
た
こ
と
は
国
民
皆
年
 

金
の
実
質
的
な
幕
明
け
を
意
味
 

し
、
ま
す
ま
す
充
実
し
た
国
民
 

年
金
制
度
と
な
り
ま
し
た
。
 

国
民
年
金
は
、
他
の
年
金
制
 

度
に
加
入
し
て
い
な
い
二
〇
歳
 

か
ら
三
十
九
歳
ま
で
の
人
を
そ
 

の
加
入
対
象
者
と
し
て
い
ま
す
 

が
、
厚
生
年
金
や
船
員
保
険
な
 

ど
他
の
公
的
年
金
に
加
入
し
て
 

い
る
人
た
ち
の
配
偶
者
も
希
望
 

す
れ
ば
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
 

ま
す
。
国
民
年
金
に
加
入
す
る
 

手
続
き
は
、
居
住
地
の
市
区
町
 

村
役
場
の
国
民
年
金
課
か
、
係
 

へ
出
向
い
て
加
入
の
届
出
を
す
 

れ
ば
よ
い
の
で
す
。
国
民
年
金
 

に
加
入
す
る
と
毎
月
保
険
料
を
 

か
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

保
険
料
の
額
は
、
ー
カ
月
四
五
 

2
年
金
だ
よ
り
、
J
く 

〇
円
で
す
が
、
所
得
の
あ
る
人
 

は
希
望
し
て
さ
ら
に
三
五
〇
円
 

を
か
け
て
よ
り
高
額
な
年
金
を
 

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

ま
た
、
国
民
年
金
に
は
加
入
 

者
が
経
済
的
に
ど
う
し
て
も
保
 

険
料
を
か
け
ら
れ
な
い
よ
う
な
 

場
合
に
こ
れ
を
免
除
す
る
制
度
 

が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
生
 

活
扶
助
を
受
け
て
い
る
人
、
国
 

民
年
金
の
障
害
年
金
や
母
子
 

（
準
母
子
）
福
祉
年
金
を
受
け
 

住
 
民
 
課
 

て
い
る
人
、
所
得
が
な
く
て
保
 

険
料
を
か
け
ら
れ
な
い
人
な
ど
 

は
、
保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
 

す
。
保
険
料
を
か
け
ら
れ
な
い
 

と
い
っ
て
そ
の
ま
ま
滞
納
し
て
 

い
る
と
年
金
が
う
け
ら
れ
ま
せ
 

ん
。
ど
う
し
て
も
保
険
料
を
か
 

け
ら
れ
な
い
と
き
は
、
免
除
を
 

受
け
る
手
続
を
し
て
お
い
て
く
 

だ
さ
い
。
免
除
を
受
け
た
場
合
 

は
、
年
金
が
減
額
し
て
支
給
さ
 

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
免
 

除
を
受
け
た
郎
間
に
つ
い
て
、
 

あ
と
で
余
裕
が
で
き
た
と
き
納
 

め
る
と
と
が
で
き
る
追
納
制
度
 

が
あ
り
ま
す
。
免
除
を
受
け
た
 

方
に
は
、
で
き
る
だ
け
こ
の
追
 

納
制
度
の
活
用
を
お
す
す
め
い
 

た
し
ま
す
。
 

拠
出
制
国
民
年
金
の
給
付
は
 

老
齢
年
金
、
通
算
老
齢
年
金
、
 

障
害
年
金
、
母
子
年
金
、
準
母
 

子
年
金
、
遺
児
年
金
及
び
寡
婦
 

年
金
の
七
つ
の
年
金
と
死
亡
一
 

時
金
が
あ
り
ま
す
。
国
民
年
金
 

に
加
入
し
て
お
れ
ば
、
突
然
に
 

不
測
の
事
故
が
お
き
た
と
き
に
 

は
こ
れ
ら
の
年
金
の
う
ち
い
ず
 

れ
か
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
 

り
ま
す
。
 

年
金
の
額
は
、
保
険
料
と
と
 

も
に
、
物
価
や
国
民
所
得
の
変
 

動
に
応
じ
て
、
少
な
く
と
も
五
 

年
目
ご
と
に
再
計
算
さ
れ
る
仕
 

組
み
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
将
 

来
、
物
価
や
消
費
水
準
が
変
動
 

し
て
も
、
年
金
の
値
打
ち
が
な
 

く
な
る
よ
う
な
心
配
は
あ
り
ま
 

せ
ん
。
 

国
民
年
金
は
国
で
行
な
う
年
 

金
制
度
で
加
入
者
が
納
め
た
保
 

険
料
の
額
の
半
分
を
国
が
援
助
 

す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
四
 

五
O
円
の
保
険
料
に
つ
い
て
 

は
、
そ
の
半
分
の
二
二
五
円
を
 

加
え
た
六
七
五
円
を
将
来
の
年
 

金
給
付
の
財
源
と
し
て
積
み
立
 

て
ら
れ
て
い
ま
す
。
毎
年
こ
の
 

一
部
が
加
入
者
の
福
祉
の
た
め
 

市
町
村
や
団
体
に
還
元
融
資
さ
 

れ
、
病
院
、
保
育
所
、
身
体
障
 

害
施
設
、
老
人
福
祉
施
設
な
ど
 

の
建
設
に
役
立
っ
て
お
り
ま
 

す。 

こ
の
よ
う
に
国
民
年
金
 

は
、
国
民
の
生
活
に
は
な
く
て
 

は
な
ら
な
い
制
度
に
な
っ
て
い
 

ま
す
。
 

国
民
年
金
に
加
入
す
る
に
 

は
、
市
区
町
村
役
場
に
届
け
出
 

る
だ
け
で
す
む
の
で
す
。
面
倒
 

く
さ
が
っ
た
り
し
て
加
入
洩
れ
 

に
な
ら
な
い
よ
う
く
れ
ぐ
れ
も
 

注
意
し
て
下
さ
い
。
 

他
の
年
金
制
度
を
脱
退
し
た
 

場
合
に
切
れ
目
を
つ
く
ら
な
い
 

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
関
係
者
 

の
協
力
で
国
民
年
金
制
度
を
さ
 

ら
に
大
き
く
育
て
て
い
こ
う
で
 

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
 

金
田
町
青
少
年
 

柔
剣
道
大
会
開
催
さ
る
 

青
少
年
問
題
協
議
会
 

次
代
を
担
う
青
少
年
を
健
全
 

に
育
成
す
る
こ
と
は
、
い
つ
の
 

時
代
で
も
大
切
な
問
題
で
あ
り
 

ま
す
が
、
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
て
 

青
少
年
の
心
身
を
銀
練
し
、
明
 

る
く
健
康
に
育
て
る
こ
と
は
、
 

最
も
意
義
あ
る
こ
と
で
あ
り
ま
 

五
名
、
中
学
生
」
干
八
名
、
高
 

す
。
こ
の
意
味
に
お
き
ま
し
・
一
 

て
、
毎
年
開
催
し
て
お
り
ま
す
 

青
少
年
柔
剣
道
大
会
も
、
今
年
 

で
八
回
を
重
ね
、
金
田
町
青
少
 

年
問
題
協
議
会
主
催
の
も
と
 

に
、
金
田
町
在
住
の
小
学
生
十
 

校
生
二
名
、
青
年
七
名
の
合
計
 

六
十
二
名
が
参
加
し
、
十
一
月
 

七
日
、
金
田
中
学
校
体
育
館
に
 

お
い
て
盛
大
に
挙
行
さ
れ
ま
し
 

た。 晩
秋
の
肌
寒
さ
が
身
に
し
み
 

る
金
田
中
学
校
体
育
館
も
、
若
 

さ
と
健
康
を
誇
る
青
少
年
の
凍
 

烈
の
気
合
に
熱
気
が
こ
も
り
、
 

大
会
気
分
は
い
や
が
う
え
に
も
 

盛
り
、
選
手
た
ち
は
自
頃
銀
え
 

た
腕
と
技
を
発
揮
す
る
の
は
こ
 

の
と
き
と
ば
ム
り
、
」
熱
戦
が
く
 

り
ひ
ろ
げ
ら
れ
ま
し
た
マ
ー
・
 

ま
た
今
回
は
赤
池
、
方
城
、
糸
 

田
各
中
学
の
剣
道
部
も
招
待
し
 

て
親
善
試
合
が
行
な
わ
れ
、
大
 

会
に
一
段
と
花
を
添
え
ま
し
た
 

試
合
の
結
果
、
次
の
諸
君
が
 

優
秀
な
成
績
を
収
め
、
栄
え
あ
 

る
賞
品
、
賞
状
が
授
与
太
一
れ
ま
 

し
た
。
 

柔
道
の
部
 

小
学
生
 

郵
 

町

長

賞

 
藤
本
 
星一一 

議

長

賞

 
桑
野
 
和
則
 

教
育
長
賞
 
岩
本
 
泰
三
 

四
 

位
 
辰
島
大
四
郎
 

中
学
一
・
二
年
生
 

町

長

賞

 
須
藤
 
達
男
 

議

長

賞

 
田
村
 
利
文
 

教
育
長
賞
 
清
水
 
博
志
 

中
学
三
年
生
 

町

長

賞

 
山
崎
慎
太
郎
 

議

長

賞

 
竹
原
 
英
秋
 

教
育
長
賞
 
中
尾
 

勉
 

剣
道
の
部
 

中
学
一
年
生
 

町

長

賞

 
中
村
 
幸一一 

議

長

賞

 瀬
戸
山
純
孝
 

教
育
長
賞
 
辰
島
 
幸
男
 

中
学
二
年
生
 

町

長

賞

 
辰
島
 

議

長

賞

 

教
育
長
賞
 
丸 
山 

勝和邦 
治彦人 

中
学
」
犀
生
 

町

長

賞

 
草
場
喜
代
嗣
 

議

長

賞

 
吉
田
 
克
彦
 

教
育
長
賞
 
井
戸
 
勝
人
 

青
年
・
高
校
生
 

町

長

賞

 
占
部
 

敏
 

議

長

賞

 
川
崎
 

弘
 

教
育
長
賞
 
辰
島
 
建
美
 

金田町史 
頒布価格 、1, 000円 

御希望の方は中央公民館へ 
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援
護
だ
よ
り
 

今
回
恩
給
法
や
戦
傷
病
者
、
 

報
 

大
 給。 

」 

東
亜
戦
浄
（
昭
和
十
六
年
 

町
 

朝
鮮
『
台
湾
、
関
東
州
な
ど
で
 

職
務
に
関
連
し
て
負
傷
し
た
 

田
 

「昭和46年12月1日 報
 

町 田 金 第116号 (3 ) 

戦
没
者
遺
族
援
護
法
の
一
部
が
J
 

改
正
さ
れ
て
、
本
年
十
月
一
日
 

か
ら
つ
ぎ
の
よ
う
な
恩
給
や
、
『
 

年
金
な
ど
が
支
給
さ
れ
る
よ
う
 

に
な
り
ま
し
た
の
で
、
な
る
べ
」
 

く
早
目
に
役
場
福
祉
係
に
、
お
 

尋
ね
く
だ
さ
い
。
 

． 

1
、
旧
軍
人
等
の
特
例
傷
病
恩
 

十
二
月
八
日
）
以
降
、
内
地
、
・
 

り
、
病
気
に
か
か
っ
て
一
定
限
 

度
（
第
5
款
症
以
上
）
以
上
の
 

障
害
が
あ
る
者
に
支
給
（
公
務
」
 

傷
病
年
額
の
十
分
の
七
・
五
相
『
 

当
額
）
さ
れ
る
（
新
設
）
 

1

 

?

 

2
、
旧
軍
人
等
の
次
の
加
算
年
 

（
戦
地
外
戦
務
加
算
、
各
 

種
職
務
加
算
年
）
を
新
ら
 

し
く
認
め
て
恩
給
が
支
給
 

さ
れ
る
。
一
 

‘ 

m
戦
地
外
戦
務
加
算
 

ア
航
空
基
地
戦
務
加
算
 

イ
増
給
、
詰
切
、
居
残
食
料
 

二
支
給
指
定
部
隊
勤
務
者
 

ウ
直
接
防
衛
に
関
す
る
勤
務
・
 

従
事
者
 

一 

②
辺
す
う
、
不
健
康
地
勤
務
加
 

算
職
務
加
算
 

ア
辺
す
う
、
不
健
康
地
勤
務
 

加
算
 

住
民
課
福
祉
係
 

イ
各
種
職
務
加
算
 

の
航
空
勤
務
加
算
 

岡
戦
車
勤
務
加
算
 

吻
潜
水
艦
動
務
加
算
 

国
不
健
康
業
務
加
算
 

‘
・
団
遠
洋
航
海
艦
隊
勤
務
加
 

算
 

3
、
旧
軍
人
等
の
一
時
恩
給
支
 

給
 

引
続
く
実
在
職
「
犀
以
上
七
 

年
未
満
の
下
士
官
以
上
（
下
士
 

官
以
上
の
在
職
年
が
一
年
以
上
 

の
者
）
の
者
に
支
給
さ
れ
る
こ
 

と
と
な
っ
た
。
 

4
、
外
国
政
府
職
員
等
抑
留
等
 

の
期
間
お
よ
び
そ
の
他
の
 

一

 

通算，・ 

m
外
国
政
府
職
員
等
は
、
昭
和
 

功
年
8
月
8
日
ま
で
在
職
し
 

て
い
た
者
は
、
全
期
間
を
、
 

ま
た
、
引
続
き
海
外
に
抑
留
 

さ
れ
た
全
期
飴
同
も
通
算
し
て
 

恩
給
を
支
給
す
る
こ
と
に
な
 

・
っ
た
。
 

②
戦
犯
と
し
て
の
拘
禁
期
間
は
 

全
期
間
を
通
算
し
て
恩
給
を
 

支
給
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 

5
、
遺
族
援
護
法
の
一
部
改
正
 

m
支
那
事
変
中
に
内
地
な
ど
で
 

勤
務
に
関
連
し
て
死
亡
し
た
 

軍
人
、
準
軍
人
の
遺
族
に
遺
 

族
年
金
が
支
給
さ
れ
る
。
 

②
大
東
亜
戦
争
（
昭
和
 16 
年
 12 

月
8
日
）
以
後
に
内
地
な
ど
 

で
勤
務
に
関
連
し
て
死
亡
し
 

た
軍
人
（
文
官
）
軍
属
、
準
 

軍
属
の
遺
族
に
弔
慰
金
、
遺
 

族
年
金
等
が
支
給
さ
れ
る
。
 

⑧
軍
人
恩
給
復
活
当
時
 60 
歳
未
 

満
で
あ
っ
た
軍
人
の
父
母
等
 

に
遺
族
年
金
（
七
〇
〇
〇
円
）
 

を
支
給
す
る
。
 

（
恩
給
表
で
 

扶
養
加
給
さ
れ
て
い
る
も
の
 

は
除
か
れ
る
）
 

『
④
軍
人
軍
属
（
元
軍
人
軍
属
を
 

含
む
）
が
昭
和
二
十
年
九
月
 

二
日
以
後
引
き
続
き
海
外
に
 

あ
っ
て
受
傷
り
病
に
よ
り
死
 

亡
し
た
場
合
、
そ
の
遺
族
に
 

弔
慰
金
、
遺
族
年
金
が
支
給
 

さ
れ
る
。
 

⑤
入
営
途
上
、
ま
た
は
復
員
後
 

帰
郷
途
上
に
お
い
て
死
亡
し
 

た
者
の
遺
族
に
特
別
支
出
金
 

一
〇
万
円
が
支
給
さ
れ
る
。
 

⑥
夫
に
対
す
る
遺
族
年
金
な
ど
 

の
支
給
条
件
が
緩
和
さ
れ
支
 

給
さ
れ
る
。
 

⑦
軍
人
（
文
官
ソ
軍
属
が
事
変
 

地
に
お
い
て
、
公
務
傷
病
と
 

み
な
さ
れ
る
傷
病
の
範
囲
を
 

第
三
款
症
か
ら
第
五
款
症
ま
 

で
拡
大
し
て
傷
害
年
金
を
支
 

給
す
る
こ
と
と
な
っ
だ
。
 

⑧
特
例
障
害
年
金
（
障
害
一
時
 

金
）
の
支
給
（
新
設
）
 

大
東
亜
戦
争
（
昭
和
一
六
年
 

一
二
月
八
日
）
以
降
、
内
地
 

な
ど
で
勤
務
に
関
連
し
て
負
 

傷
や
、
り
病
し
た
軍
人
（
文
 

官
）
軍
属
（
準
軍
属
）
に
特
 

、
例
障
害
年
金
（
障
害
一
時
金
）
 

道
路
舗
装
が
で
き
ま
し
た
 

従
来
か
ら
、
失
業
対
策
市
婁
未
 

就
労
者
は
農
道
、
林
道
等
の
新
 

設
作
業
に
従
事
し
て
お
り
ま
し
 

た
が
、
失
対
労
働
者
の
皆
さ
ん
 

方
か
ら
の
声
も
出
ま
し
て
、
住
 

民
の
足
元
で
あ
る
道
路
舗
装
の
 

取
組
み
を
さ
せ
て
ほ
し
い
と
の
 

こ
と
も
あ
り
、
本
年
度
は
枠
の
 

許
す
範
囲
内
で
、
道
路
舗
装
を
 

行
な
っ
て
お
り
ま
す
。
完
成
し
 

た
道
路
の
工
事
概
要
は
次
の
通
 

り
で
す
。
t
 

戸「― 

】 
舞 

産

業

建

設

課

 

m
小
糸
坂
線
（
一
区
公
民
館
前
）
 

工
事
長
 

二
二
〇
米
 

幅
 
員
 

一
で
五
米
 

舗
装
面
積
 
五
五
〇
平
方
米
 

②
前
畑
線
（
六
区
公
民
館
前
）
 

工
事
長
 

二
〇
五
米
 

幅
 
員
 

四
・
〇
米
 

舗
装
面
積
 
九
二
二
平
方
米
 

⑧
農
道
昭
和
町
線
 

工
事
長
 

一
六
〇
米
 

幅
 
員
 

一
・
三
米
 

舗
装
面
積
 
二
〇
八
平
方
米
 

小 糸 坂 舗 装 道 路 

を
支
給
す
る
こ
と
に
な
っ
 

た。 

（
公
務
障
害
年
金
（
一
 

時
金
）
の
十
分
の
七
・
五
額
）
 

6
、
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
 

特
別
給
付
金
（
二
十
万
円
）
 

m
満
洲
開
拓
青
年
義
勇
隊
の
妻
 

で
昭
和
四
十
五
年
十
月
一
日
 

に
遺
族
給
与
金
を
受
け
た
 

者
。
、
 

②
事
変
地
、
戦
地
で
在
職
期
間
 

内
に
死
亡
し
た
軍
人
軍
属
の
 

妻
で
昭
和
四
十
五
年
十
月
一
 

日
に
遺
族
年
金
を
受
け
た
者
 

7
、
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
 

る
特
別
給
付
金
 

「1
款
症
以
上
は
十
万
円
〕
 

(

 

!

>

 

「2
款
症
以
下
は
五
万
円
」
 

昭
和
三
十
八
年
四
月
一
日
に
 

不
具
廃
疾
の
程
度
が
傷
病
年
金
 

の
第
四
款
症
（
障
害
年
金
等
は
 

第
五
款
症
以
上
）
の
給
付
を
受
 

け
た
者
の
妻
。
 

8
、
戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
 

る
特
別
給
付
金
（
十
万
円
）
 

田
満
洲
開
拓
青
年
義
勇
隊
員
の
 

父
母
や
祖
父
母
で
、
昭
和
四
 

十
五
年
十
月
一
日
に
遺
族
給
 

与
金
を
受
け
、
死
亡
者
の
死
 

亡
当
時
か
ら
本
年
九
月
「
干
 

日
ま
で
に
子
も
孫
も
い
な
か
 

っ
た
者
 

ま
た
は
、
死
亡
者
の
死
亡
 

当
時
、
同
じ
氏
の
子
や
孫
が
 

な
く
、
ま
た
同
じ
氏
の
子
や
 

孫
も
で
き
な
か
っ
た
者
。
 

②
事
変
地
、
戦
地
で
在
職
期
間
 

内
に
死
亡
し
た
軍
人
軍
属
の
 

父
母
や
祖
父
母
で
、
昭
和
四
 

き
が
い
の
あ
る
仕
事
と
し
て
、
 

労
働
意
欲
に
燃
え
な
が
ら
、
懸
 

命
な
努
力
を
し
て
い
ま
す
。
 

今
後
、
ま
す
ま
す
そ
の
技
能
 

を
高
め
て
、
立
派
な
町
道
の
舗
 

失
対
労
働
者
の
皆
さ
ん
も
働
 
装
が
で
き
る
も
の
と
期
待
し
て
 

十
五
年
十
月
一
日
に
遺
族
年
 

金
を
受
け
、
死
亡
者
の
死
亡
 

当
時
か
ら
本
年
九
月
三
十
日
 

ま
で
に
子
も
孫
も
い
な
か
っ
 

た
も
の
、
ま
た
は
死
亡
者
の
 

死
亡
当
時
、
同
じ
氏
の
子
も
 

孫
も
な
に
、
本
年
九
月
」
干
 

日
ま
で
に
同
じ
氏
の
子
も
孫
 

も
で
き
な
か
っ
た
者
。
 

9
、
旧
金
鶏
勲
章
一
時
賜
金
受
 

給
者
の
銀
杯
贈
呈
 

満
洲
事
変
ま
で
の
旧
金
鶏
勲
 

章
年
金
授
与
者
に
は
金
十
万
 

円
が
支
給
『
旧
勲
章
年
金
受
 

給
者
に
関
す
る
特
別
措
置
法
 

（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
一
 

号
）
』
さ
れ
た
が
、
昭
和
十
 

五
年
四
月
二
十
九
日
付
で
金
 

鶏
勲
章
を
授
与
さ
れ
た
者
 

に
は
支
給
を
さ
れ
な
か
っ
た
 

た
め
、
昭
和
三
十
八
年
一
月
 

一
日
の
生
存
者
（
そ
の
後
の
 

死
亡
者
は
遺
族
に
）
に
今
回
 

特
別
措
置
と
し
て
内
閣
総
理
 

大
臣
か
ら
銀
杯
が
贈
ら
れ
る
 

こ
と
に
な
っ
た
。
 

農
地
法
改
正
の
概
要
④
 

（
農
地
法
第
七
条
）
 

所
有
制
限
の
例
外
 

左
の
各
号
の
ー
に
該
当
す
る
 

小
作
地
は
、
前
条
第
一
項
の
規
 

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
所
有
す
る
 

こ
と
が
で
き
る
。
 

と
あ
り
十
一
項
目
の
例
外
が
 

認
め
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
 

ほ
ん
ん
ど
が
、
国
、
県
な
ど
の
 

公
共
団
体
が
所
有
す
る
場
合
に
 

限
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。
 

△
改
正
点
V
 

今
回
の
改
正
で
次
の
二
項
目
 

が
新
し
く
加
え
ら
れ
ま
し
た
。
 

一
、
離
農
離
村
し
た
者
が
離
村
 

す
る
ま
で
一
定
期
間
在
村
し
 

て
い
る
場
合
は
、
不
在
地
主
 

と
な
っ
て
も
〇
・
八
ヘ
ク
タ
 

ー
ル
ま
で
小
作
地
の
保
有
が
 

認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
 

・
な
お
相
続
人
ま
で
こ
れ
が
認
 

め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
 

す
な
わ
ち
、
金
田
町
に
十
 

お
り
ま
す
a
 

、 

J 

町
民
の
皆
様
に
は
作
業
中
、
 

何
か
と
ご
迷
惑
を
お
掛
け
す
る
 

こ
と
と
存
じ
ま
す
が
、
仕
上
り
 

も
期
待
し
な
が
ら
、
側
面
的
な
 

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
 

！
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一
一
」
三
三
三
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一
ニ
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「
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【
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ニ
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「
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一
 

安
全
指
導
に
ご
協
力
を
 

全
国
中
学
校
で
は
、
生
徒
の
 

生
命
と
身
体
の
安
全
を
は
か
る
 

た
め
、
交
通
安
全
指
導
に
つ
い
 

て
は
特
に
留
意
し
て
い
ま
す
 

が
、
こ
れ
の
徹
底
の
だ
め
に
は
 

家
庭
と
地
域
の
方
々
の
理
解
と
 

協
力
が
必
要
で
す
の
で
、
左
記
 

の
重
点
事
項
を
ご
承
知
の
上
、
 

校
外
で
の
事
故
防
止
に
ご
協
力
 

く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
い
た
し
 

ま
す
。
 

一
、
自
転
車
通
学
の
規
定
 

通
学
は
徒
歩
に
よ
る
こ
と
を
 

原
則
と
す
る
。
特
に
許
可
さ
れ
 

た
自
転
車
通
学
生
は
次
の
よ
う
 

な
項
目
に
従
う
こ
と
。
 

〇
自
転
車
は
車
体
整
備
の
完
全
 

な
も
の
で
、
ド
ロ
ッ
プ
ハ
ン
 

ド
ル
は
禁
止
す
る
。
 

〇
自
転
車
に
は
通
学
許
可
証
を
 

貼
付
す
る
。
 

〇
二
人
乗
り
は
通
学
時
だ
け
で
 

な
く
、
ど
ん
な
場
合
も
禁
止
 

する。 

〇
道
路
の
左
側
を
一
列
で
進
行
 

金
田
中
学
校
指
導
部
 

す
る
。
 

二
、
バ
イ
ク
無
免
許
運
転
の
禁
 

止
 

い
う
ま
で
も
な
く
中
学
生
は
 

原
付
、
自
動
二
輪
車
と
も
に
、
 

運
転
資
格
が
な
く
、
運
転
練
習
 

中
に
負
傷
す
る
こ
と
が
多
い
の
 

で
絶
対
禁
止
を
し
て
い
ま
す
。
 

と
こ
ろ
が
毎
年
の
よ
う
に
数
 

名
の
バ
イ
ク
運
転
に
よ
る
怪
我
 

が
発
生
し
て
い
ま
す
し
、
最
近
 

調
査
し
た
と
こ
ろ
で
は
男
生
徒
 

の
約
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
は
乗
車
 

の
経
験
を
も
っ
て
い
ま
す
？
 

こ
れ
は
ぜ
ひ
家
庭
で
お
話
し
 

合
い
の
上
、
厳
し
く
禁
止
し
て
 

く
だ
さ
い
。
 

三
、
正
し
い
歩
行
の
実
践
 

中
学
生
は
下
級
生
の
模
範
と
 

な
っ
て
正
し
い
通
行
、
安
全
な
 

横
断
を
す
る
よ
う
学
校
で
は
指
 

導
し
て
い
ま
す
が
な
か
な
か
実
 

行
が
で
き
な
い
よ
う
で
す
。
・
 

も
う
一
度
家
庭
だ
ん
ら
ん
の
 

折
や
機
会
を
と
ら
え
て
、
交
通
 

農

業

委

員

会

 

年
以
上
在
住
し
た
農
家
が
廃
 

農
し
て
他
町
村
に
転
出
し
た
 

場
合
、
〇
・
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
 

（
八
反
歩
）
ま
で
は
小
作
地
 

を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
こ
と
 

と
な
っ
た
。
 

二
、
市
街
化
区
域
内
に
あ
る
小
 

作
地
は
保
有
制
限
を
受
け
な
 

いd

本
町
に
お
っ
て
は
、
市
 

街
化
区
域
の
指
定
は
な
い
が
 

北
九
州
、
福
岡
市
等
に
お
い
 

て
は
、
現
在
農
地
で
は
あ
る
 

が
、
将
来
市
街
地
と
し
て
、
 

将
来
計
画
を
立
て
、
国
の
援
 

助
に
お
い
て
事
業
を
進
め
る
 

区
域
の
指
定
を
受
け
て
い
 

る
。
―
以
上
の
市
街
地
区
域
に
 

お
い
て
は
、
小
作
地
の
保
有
 

制
限
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
 

り
ま
し
た
。
 

以
上
 

次
回
に
は
農
地
法
第
十
五
条
 

（
国
が
売
り
渡
し
た
農
地
等
の
 

買
収
）
の
改
正
点
を
掲
載
の
予
 

定。 

「
、
く
）
、
w

、
J
 1
1
 

、I
、
l
、
J
《、J
、”r
、
・
く
J
、J
、
グ
、
J
散
）
、
“
I
、
J
・、J
、
J
）、【グL
、
左
、
f
、
f
 

御
芳
志
あ
り
が
と
う
 

ご
ざ
い
ま
し
た
 

金
田
町
教
育
後
援
会
 

山
ロ
サ
チ
殿
 

御
主
人
猶
喜
様
香
典
返
礼
と
 

し
小
中
学
校
へ
多
額
の
御
寄
 

付
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
厚
 

く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
 

公
給
領
収
書
を
 

受
け
と
り
ま
し
よ
う
 

田
川
財
務
事
務
所
 

福
岡
県
で
は
皆
さ
ん
に
、
公
 

給
領
収
証
を
必
ず
受
け
と
っ
て
 

も
ら
う
よ
う
、
呼
び
か
け
て
い
 

ま
す
。
 

公
給
領
収
証
は
、
 

『
料
理
飲
 

食
等
消
費
税
』
を
納
め
た
し
る
 

し
に
渡
す
も
の
で
、
料
理
店
用
、
 

1
， 

旅
館
用
、
飲
食
店
用
の
」
種
類
 

安
全
に
つ
い
て
の
ご
指
導
を
さ
・
が
あ
り
ま
す
。
 

れ
る
よ
う
お
願
い
い
た
・
し
ま
 

た
と
え
ば
料
亭
、
料
理
店
、
 

す。 

バ
ー
、
キ
ャ
バ
レ
ー
、
旅
館
、
 

す） 
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飲
食
店
、
喫
茶
店
な
ど
で
遊
興
 

飲
食
ま
た
は
宿
泊
、
休
憩
、
そ
 

の
他
の
行
為
を
し
た
と
き
、
料
 

金
に
対
し
て
誌
静
の
課
税
が
さ
 

れ
る
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
 

と
き
に
は
必
ず
公
給
領
収
証
を
 

お
受
け
と
り
く
だ
さ
い
。
 

パ
旅
館
、
飲
食
店
、
喫
茶
店
で
 

は
免
税
点
が
適
用
さ
れ
て
課
 

・
税
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
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年
末
年
始
に
お
け
る
 

道
路
工
事
（
含
作
業
）
お
よ
び
制
限
外
 

積
載
許
可
抑
制
の
お
知
ら
せ
 

田
川
警
察
署
長
 

本
年
も
い
よ
い
よ
残
す
と
こ
 

ろ
ー
カ
月
と
な
り
ま
し
た
。
 

ご
承
知
の
よ
う
に
、
年
末
年
 

始
は
交
通
の
ふ
く
そ
う
時
期
に
 

あ
た
り
、
例
年
交
通
事
故
の
多
 

発
を
み
て
い
ま
す
が
、
道
路
工
 

事
お
よ
び
長
大
物
運
搬
車
輔
 

増
加
も
、
重
大
事
故
の
誘
因
と
 

な
・
っ
て
い
ま
す
。
 

こ
の
た
め
福
岡
県
警
察
の
方
 

針
と
し
て
、
と
く
に
年
末
年
始
 

の
交
通
混
雑
緩
和
と
事
故
防
止
 

を
は
か
る
た
め
、
・
次
の
と
お
り
 

道
路
工
事
等
を
抑
制
す
る
こ
と
 

と
い
た
し
ま
し
た
。
 

1
、
期
間
 

昭
和
 46 
年
 12 
月
 15 

日
か
ら
 

昭
和
 47 
年
1
月
⑩
日
ま
で
 

2
、
内
容
 

m
道
路
工
事
（
含
占
用
土
 

事
）
，
及
び
路
上
作
業
 

『 

市
街
地
内
の
道
路
お
よ
び
 

主
要
幹
線
路
等
で
お
こ
な
わ
 

れ
る
も
の
の
う
ち
、
交
通
に
 

支
障
を
生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
 

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
原
則
 

と
し
て
申
請
を
受
理
し
な
 

、I 

。
 

②
 
⑥
現
在
工
事
継
続
中
の
も
 

の
 

特
に
ゃ
む
を
得
な
い
も
の
 

を
除
き
〈
十
二
月
十
五
日
ま
 

で
に
完
了
す
る
こ
と
。
 

⑥
完
工
不
能
な
も
の
 

保
安
設
備
を
完
備
さ
せ
、
 

交
通
の
危
険
ま
た
は
、
支
障
 

と
な
ら
な
い
よ
う
、
十
分
な
 

措
置
を
す
る
こ
と
。
 

⑧
制
限
外
積
載
許
可
に
つ
い
 

一て 

左
記
の
長
大
物
件
輸
送
は
 

原
則
と
し
て
、
申
請
を
受
理
 

し
な
い
。
 

・
貨
物
の
幅
 

三
m

を
こ
え
る
も
の
 

・
積
載
時
の
地
上
高
 

四
m

を
こ
え
る
も
の
 

・
貨
物
の
長
さ
 

十
五
m

を
こ
え
る
も
の
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町
 

田
 

金
 

家
庭
裁
判
所
に
申
立
て
を
 

す
る
に
は
 

わ
た
し
た
ち
の
生
活
と
家
庭
裁
判
所
 

家
庭
裁
判
所
は
、
家
庭
に
関
 

す
る
問
題
に
つ
い
て
、
国
民
の
 

日
常
生
活
に
密
着
し
た
多
く
の
 

事
柄
を
い
ろ
い
ろ
な
方
法
で
取
 

り
扱
っ
て
い
ま
す
。
家
庭
裁
判
 

所
の
仕
事
は
、
家
庭
内
の
争
い
 

に
関
す
る
こ
と
だ
け
で
は
あ
り
 

ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
家
庭
裁
 

判
所
で
は
離
婚
や
慰
謝
料
の
請
 

求
の
争
い
を
解
決
す
る
た
め
 

に
、
調
停
や
審
判
を
行
な
っ
て
 

い
ま
す
が
、
こ
の
ほ
か
に
、
た
 

と
え
塗
戸
籍
に
誤
り
が
あ
っ
た
 

と
き
こ
れ
を
審
査
し
て
訂
正
す
 

る
こ
と
を
許
可
し
た
り
、
遺
言
 

書
を
遺
族
の
立
会
い
の
も
と
で
 

検
認
し
た
り
す
る
こ
と
も
、
家
 

庭
裁
判
所
の
仕
事
の
ー
つ
で
 

す
。
ま
た
、
知
人
の
子
を
養
子
 

に
し
た
い
と
い
う
申
立
て
が
あ
 

れ
ば
、
縁
組
が
そ
の
子
の
し
あ
 

わ
せ
に
な
る
か
ど
う
か
を
判
断
 

し
て
、
そ
の
許
可
を
決
め
た
 

り
、
交
通
事
故
な
ど
で
両
親
を
 

失
っ
た
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
 

後
見
人
を
選
任
し
て
成
人
す
る
 

ま
で
の
養
育
や
、
財
産
の
管
理
 

が
十
分
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
見
 

守
っ
て
や
っ
た
り
す
る
こ
と
な
 

ど
も
、
同
じ
く
家
庭
裁
判
所
の
 

、 

福
岡
地
方
裁
判
所
田
川
支
部
 

大
事
な
役
目
の
ー
つ
と
な
っ
て
 

い
ま
す
。
 

こ
の
よ
う
に
、
家
庭
裁
判
所
 

の
仕
事
は
、
わ
た
く
し
た
ち
の
 

家
庭
生
活
の
中
で
生
ず
る
い
ろ
 

な
で
き
ご
と
と
密
接
な
か
か
わ
 

り
合
い
を
持
っ
て
お
り
、
毎
年
 

数
十
万
人
も
の
人
が
家
庭
裁
判
 

所
を
利
用
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
 

で
今
回
は
、
家
庭
裁
判
所
に
申
 

立
て
を
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
 

き
に
は
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
 

よ
い
の
か
を
、
簡
単
に
お
話
し
 

い
た
し
ま
し
ょ
う
。
 

申
立
て
を
す
る
に
は
 

家
庭
裁
判
所
へ
の
申
立
て
は
 

受
付
の
窓
ロ
に
「
申
立
書
」
を
 

提
出
し
て
行
な
う
の
が
通
常
の
 

や
り
方
で
す
が
、
こ
の
手
続
は
 

だ
れ
で
も
た
や
す
く
で
き
る
よ
 

う
に
、
い
ろ
い
ろ
と
工
夫
さ
れ
 

て
い
ま
す
。
ま
ず
、
申
立
手
数
 

料
で
す
が
、
い
ま
例
に
あ
げ
た
 

戸
籍
訂
正
や
様
子
縁
組
の
許
 

可
、
後
見
人
の
選
任
な
ど
の
よ
 

う
に
、
争
い
の
解
決
と
は
関
係
 

の
な
い
事
柄
に
つ
い
て
の
申
立
 

て
の
場
合
ー
 
甲
類
審
判
事
件
 

と
い
い
ま
す
。
 

に
は
二
百
 

円
、
夫
婦
間
の
問
題
の
解
決
や
 

遺
言
の
適
正
な
分
割
を
求
め
る
 

申
立
て
な
ど
の
よ
う
に
、
争
い
 

の
解
決
を
求
め
る
由
『
立
て
の
場
 

合
ー
調
停
事
件
ま
た
は
乙
類
 

審
判
事
件
と
い
い
ま
す
 

に
 

は
三
百
円
と
定
め
ら
れ
て
お
り
 

地
方
裁
判
所
な
ど
で
行
な
わ
れ
 

る
他
の
裁
判
手
続
の
場
合
に
比
 

べ
、
は
る
か
に
低
廉
な
費
用
 

で
申
立
て
が
で
き
よ
う
に
な
っ
 

て
い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
に
、
裁
判
 

所
か
ら
の
連
絡
に
使
う
郵
便
切
 

手
が
と
り
あ
え
ず
百
円
程
度
必
 

要
で
す
が
、
血
液
型
を
鑑
定
す
 

る
と
か
、
官
報
に
公
告
す
る
と
 

か
な
ど
の
よ
う
な
特
別
な
こ
と
 

が
必
要
で
な
い
か
ぎ
り
、
手
続
 

全
体
に
要
す
る
費
用
も
そ
れ
ほ
 

ど
多
額
に
な
ら
な
く
て
済
む
の
 

が
普
通
で
す
。
 

こ
の
よ
う
に
、
申
立
て
に
伴
 

う
経
済
的
負
担
が
で
き
る
だ
け
 

軽
く
済
む
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
 

い
ま
す
が
、
な
お
費
用
の
負
担
 

が
困
難
な
人
の
た
め
に
は
、
各
 

地
に
法
律
扶
助
協
会
が
あ
り
ま
 

す
の
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
 

こ
こ
で
い
ろ
い
ろ
な
援
助
を
受
 

け
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
 

次
に
申
立
書
で
す
が
、
ほ
と
 

ん
ど
の
場
合
、
裁
判
所
の
窓
ロ
 

に
用
意
さ
れ
て
い
る
申
立
書
用
 

紙
に
、
必
要
な
事
柄
を
書
き
込
 

ん
で
押
印
す
れ
ば
済
む
よ
う
に
 

な
っ
て
い
ま
す
。
 

ま
た
、
内
容
が
こ
み
い
っ
て
 

い
て
、
記
入
の
し
か
た
が
わ
か
 

ら
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
窓
 

口
の
係
員
が
相
談
に
応
じ
て
い
 

ま
す
し
、
身
体
が
不
自
由
だ
と
 

か
老
れ
い
と
か
な
ど
の
た
め
、
 

書
面
を
作
る
こ
と
が
む
ず
か
し
 

い
場
合
に
は
、
ロ
頭
で
申
立
て
 

の
目
的
や
内
容
を
係
員
に
伝
え
 

係
員
に
調
書
を
作
っ
て
も
ら
う
 

方
法
も
あ
り
ま
す
。
 

な
お
、
申
立
書
と
い
っ
し
ょ
 

に
提
出
す
る
圭
覇
と
し
て
、
戸
 

籍
謄
本
や
住
民
票
の
写
し
な
ど
 

が
、
申
立
て
を
す
る
と
き
に
い
 

っ
し
ょ
に
持
参
す
る
と
便
利
で
 

す
。
そ
の
後
は
、
ど
う
な
る
 

か。 こ
の
よ
う
に
し
で
、
申
立
て
 

が
さ
れ
ま
す
と
、
審
判
事
件
に
 

つ
い
て
は
家
事
審
判
官
の
審
理
 

が
、
調
停
事
件
に
つ
い
て
は
原
 

則
と
し
て
調
停
委
員
会
の
調
停
 

が
始
ま
り
、
申
立
人
や
事
件
の
 

関
係
人
な
ど
か
ら
詳
し
く
事
情
 

を
聞
き
、
さ
ら
に
そ
の
他
必
要
 

な
事
実
の
調
査
や
証
拠
調
べ
な
 

ど
を
し
て
手
続
が
進
め
ら
れ
ま
 

す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
手
続
 

は
、
訴
訟
の
よ
う
に
複
雑
で
は
 

あ
り
ま
せ
ん
か
ら
法
律
的
に
こ
 

ま
か
い
こ
と
を
知
ら
な
く
て
も
 

困
る
よ
う
な
こ
と
は
少
な
い
と
 

思
わ
れ
ま
す
。
 

以
上
説
明
し
ま
し
た
よ
う
に
 

家
庭
裁
判
所
の
手
続
は
決
し
て
 

め
ん
ど
う
な
も
の
で
は
な
く
、
 

費
用
も
あ
ま
り
か
か
り
ま
せ
ん
 

こ
の
ほ
か
、
・
家
庭
裁
判
所
に
は
 

相
談
係
も
あ
り
、
不
明
な
点
の
 

相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
の
で
、
 

家
庭
に
も
め
ご
と
が
起
こ
っ
た
 

場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
他
家
 

庭
に
関
す
る
事
柄
で
、
申
立
て
 

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
 

が
起
き
た
と
き
に
も
、
進
ん
で
 

家
庭
裁
判
所
を
利
用
し
、
問
題
 

を
解
決
し
て
、
明
る
い
家
庭
を
 

作
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
 

ま
す
。
 

婦
人
会
の
皆
様
 

黄
色
い
帽
子
 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
 

金
田
小
学
校
長
 
加
治
馨
 

去
る
九
月
二
日
、
金
田
町
婦
 

人
会
の
皆
様
方
か
ら
シ
ー
ル
券
 

を
集
め
ら
れ
た
尊
い
代
金
で
、
 

本
校
一
年
児
童
（
一
〇
五
名
）
 

に
「
黄
色
い
帽
子
」
の
ご
寄
贈
 

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
児
童
は
 

勿
論
の
こ
と
、
父
兄
、
職
員
と
 

も
に
感
謝
に
た
え
ず
、
厚
く
お
 

礼
申
し
上
げ
ま
す
。
 

児
童
の
交
通
安
全
の
問
題
は
 

現
今
で
は
、
 
ー
ぱ
の
問
題
と
し
 

て
、
毎
日
の
テ
レ
ビ
や
、
新
聞
 

紙
上
を
に
ぎ
わ
せ
て
い
ま
す
。
 

本
校
で
も
こ
れ
が
具
体
策
に
 

つ
い
て
は
町
当
局
及
び
、
各
種
 

団
体
の
ご
協
力
を
得
ま
し
て
、
 

鋭
意
事
故
の
防
止
と
指
導
に
あ
 

た
っ
て
い
ま
す
。
お
か
げ
で
 

本
町
の
県
道
の
交
通
量
は
郡
内
 

で
も
最
大
の
交
通
量
と
聞
い
て
 

い
ま
す
が
、
大
き
な
事
故
の
発
 

生
を
み
る
こ
と
も
な
く
今
日
に
 

い
た
っ
て
お
り
ま
す
。
 

こ
の
た
び
の
金
田
町
婦
人
会
 

の
皆
様
万
に
よ
る
「
黄
色
い
帽
 

子
」
の
御
寄
贈
は
、
児
童
の
交
 

通
安
全
意
識
の
向
上
と
、
事
故
 

防
止
に
、
更
に
一
段
の
成
果
を
 

も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
、
感
 

謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
 

金
田
町
婦
人
会
の
皆
様
、
あ
 

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
金
 

田
町
報
の
紙
面
を
か
り
ま
し
 

て
、
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
 

ま
す
。
 

な
お
、
今
後
と
も
、
本
校
児
 

ン
童
達
の
安
全
生
活
に
つ
さ
ま
し
 

て
、
一
層
の
・
御
援
助
を
賜
り
ま
 

す
よ
う
、
お
願
い
致
し
ま
す
。
 

昭
和
四
十
六
年
十
月
ニ
十
日
 


